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韓国でアフリカ豚熱（ASF）感染急増！

防 疫 対 策 の 再 確 認 と 徹 底 を ! !
○２０２３年１２月、日本への往来がある韓国釜山のフェリー港付近で、アフ
リカ豚熱に感染した野生イノシシが初めて確認。

○アフリカ豚熱ウイルスは、伝染力や消毒にも強く、野外の死体でも数ヶ月
単位で生存。

○現在、韓国釜山の野生イノシシから二桁を超える感染が拡大し、日本に
侵入するリスクは非常に高い状況。

○２月１０日から旧正月の春節を迎え、アフリカ豚熱発生国から訪日客数が
増えることから、人や物の動きが一層活発になることが予想。

○国は、検疫を強化して、「不当畜産物の持ち込みへの監視強化」、訪日客
に対する「養豚場へ近寄らない」など周知強化を徹底。

○県は、捕獲及び死亡した野生イノシシの豚熱とアフリカ豚熱検査を実施し、
監視を強化。
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○養豚農家の皆さまには、これまで以上に、飼養衛生管理
基準遵守の強化に努めていただくため、

○農場内にアフリカ豚熱ウイルスを侵入させないための、消
毒の徹底、必要車両のみの入場、入場車両の消毒の徹底
を強化。

○豚舎への侵入防止対策である、防鳥ネットの点検・補修、
専用衣服・長靴着用を徹底。

を図って下さい。 異常を感じたら家畜保健衛生所へ連絡！



飼養衛生管理基準の遵守を徹底し、
自分の農場・家畜を疾病から守りま
しょう！
※野生動物の侵入防止対策
・飼養衛生管理区域への野生動物侵入防止
・豚舎周辺の除草、木の伐採
・豚舎内外の整理、整頓、清掃
・飼料タンク下等エサこぼれ防止
・堆肥舎、資材庫へも野生動物侵入防止
・豚舎内のネズミの駆除
・豚舎開口部への防鳥ネットの設置

※消毒の徹底
・農場や豚舎の出入り口、周辺の消毒
・農場に出入りする工事車両や農場の
従業員の車両を含めた全ての車両の洗浄、
消毒の徹底

※出荷の際の消毒に注意
・出荷車両内外（特に運転席）の消毒
・運転手の更衣や長靴の履き替えを徹底

ASFには有効なワクチンや治療法がなく、
発生した場合の畜産業界への影響は甚大
です！！人・車両・野生動物の出入によ
るウイルス侵入に最大限の警戒を！！








